
板 橋 区 民 農 園 運 営 要 綱 
（昭和４６年２月２０日区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、都市生活を営む区民が、野菜の栽培等を通して、自然にふ

れあう機会を設けるために行う区民農園事業の運営について必要事項を定め、

もって農業に対する理解を深め、あわせて良好な都市環境の形成と農地の保

全を図ることを目的とする。 

（設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、区長は、適当と認めた土地を期間を定めて

土地所有者から借上げ、板橋区民農園（以下「農園」という。）を設置する。 

２ 農園の面積は、毎年度予算の範囲内において区長が決定する。 

（利用資格） 

第３条 農園を利用することができる者（以下「利用者」という。）は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 板橋区内に住居を有し、現在耕作可能な土地を有せず、園芸に熱意のあ

る世帯 

⑵ 板橋区内の幼稚園、特別支援学校、児童福祉施設（母子生活支援施設及

び助産施設を除く。）、老人クラブ、指定障害者支援施設等、教育又は福祉

を目的とする施設及び団体 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、成増農業体験学校卒業生のみで構成されて

いる団体 

⑷ その他特に区長が認めたもの 

（利用区画及び面積） 

第４条 利用者が利用できる区画は、全農園を通じて 1 世帯につき１区画とし、

その面積は、１区画おおむね１５平方メートルとする。ただし、前条第２号

から第４号に規定するものの利用区画及び面積については、別に定める。 

（利用条件） 

第５条 利用者は、農園を利用することにより地上権、耕作権その他一切の権利

を有することとなるものではない。 

２ 農園の利用に必要な用具、その他の器材、種苗及び肥料等は、原則として利

用者の負担とする。 

（利用期間） 

第６条 利用者が農園を利用できる期間は、区長が定める利用開始日から翌年の

１月末日までを限度とする。 



２ 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、利用期間を

変更することができる。 

（募集及び利用申込） 

第７条 利用者の募集は、一般公募により行う。 

２ 農園の利用を希望するものは、利用申込書を区長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第３条第２号から第４号に掲げるものの募集及

び申込みについては、別に定める。 

（利用承認） 

第８条 区長は、前条の申込みがあったものについて、第３条に定める資格及び

内容を審査し、利用を承認する。ただし、申込み数が募集区画数を超えたと

きは、抽選により利用者及び補欠利用者を決定する。 

２ 区長は、農園の利用を承認したときは、利用承認書を利用者に交付する。 

（利用料の負担） 

第９条 利用者は、板橋区が農園を維持運営するために要する経費の一部として、

利用承認期間に応じて、１区画あたり別表に掲げる利用料を負担しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２号から第４号に掲げるものの利用料は、

別に定める。 

（利用料の還付） 

第 10 条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、区長は、相当の理由が

あると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（行為制限） 

第 11 条 利用者は、農園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 建物及び工作物を設置すること。 

⑵ 営利を目的として作物を栽培すること。 

⑶ 利用承認を受けた区画を他人に転貸し、又は交換すること。 

⑷ 利用承認を受けた区画以外の土地で作物を栽培すること。 

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、農園の円滑な実施及び運営の支障となるこ

と。 

（利用承認の取消） 

第 12 条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、そ

の利用承認を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する利用資格に該当しなくなったとき。 

⑵ 偽り又は不正の手段により、利用承認を受けたとき。 

⑶ ２週間以上農園を利用しないとき。 



⑷ この要綱又はこれに基づく定めに違反したとき。 

⑸ 区が都合により、止むを得ず、利用期間内に農園を休廃止する必要があ

るとき。 

（農芸指導員の設置） 

第 13 条 利用者に対する適切な指導及び助言等を行うため、農園に農業経験豊

かな農芸指導員を置く。 

２ 農芸指導員の配置及び職務等は、別に定める。 

（管理人の設置） 

第 14 条 農園及び施設の適切な維持管理を行うため、農園に管理人を置く。 

２ 管理人の配置及び職務等は、別に定める。 

（原状回復） 

第 15 条 利用者は、利用承認の期間が終了する期日までに利用区画を原状に復

し、区長に返還しなければならない。 

２ 第 12 条の規定に基づき利用承認を取り消されたものは、すみやかに利用区

画を原状に復し、区長に返還しなければならない。 

３ 利用者が第１項及び第２項による原状回復義務を履行しないときは、耕作物

等の所有権を放棄したものとみなす。 

（管理運営） 

第 16 条 農園の適切な管理運営に必要な事項は別に定める。 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めのない事項は、別に産業経済部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、昭和４６年２月２０日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１０年３月２日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年３月３１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年３月１日から施行する 

付 則 

１ この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても

行うことができる。 



 

 

別表（第 9 条 1 項関係） 

利 用 承 認 期 間 利 用 料 

９か月を超え１２か月未満 ６，２００円 

６か月を超え９か月以下 ４，５００円 

６か月以下 ３，４００円 

 

 


